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特集　ブラジルにおける集団訴訟制度を通じた消費者被害救済と抑止手法の現況（二・完）

特
集　

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
集
団
訴
訟
制
度
を
通
じ
た
消
費
者
被
害
救
済
と
抑
止
手
法
の
現
況
（
二
・
完
）

同
種
個
別
的
利
益
救
済
の
た
め
の�

　

ブ
ラ
ジ
ル
集
団
訴
訟
制
度
改
正
の
必
要
性カ

ズ
オ
・
ワ
タ
ナ
ベ�

前
田
美
千
代
／
訳

一　

は
じ
め
に

　

ブ
ラ
ジ
ル
集
団
訴
訟
制
度
は
、
次
の
三
種
類
の
集
団
訴
訟
を
認
め
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
⒜
第
一
に
、
拡
散
的
利
益
保
護
に
向

け
ら
れ
た
集
団
訴
訟
、
⒝
第
二
に
、
狭
義
の
集
合
的
利
益
保
護
に
向
け
ら
れ
た
集
団
訴
訟
、
⒞
第
三
に
、
同
種
個
別
的
利
益
保
護
に

向
け
ら
れ
た
集
団
訴
訟
で
す
。

一　

は
じ
め
に

二　

ブ
ラ
ジ
ル
の
判
例
実
務
に
お
け
る
三
種
類
の
集
団
訴
訟
の
実
践

三　

同
種
個
別
的
利
益
保
護
の
た
め
の
ブ
ラ
ジ
ル
集
団
訴
訟
に
関
す
る
特
別
な
諸
問
題

四　

必
要
な
改
正
点
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私
は
た
だ
「
利
益
」
と
い
う
表
現
を
使
用
し
ま
し
た
が
、
法
律
の
文
言
で
は
「
権
利
及
び
利
益
」
と
さ
れ
て
お
り
、
両
者
は
法
的

に
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
利
益
は
権
利
と
同
等
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ブ
ラ
ジ
ル
法
に
お
い
て
、
拡
散
的
利
益
と
は
、「
不
可
分
の
超
個
人
的
利
益
で
あ
り
、
事
実
状
況
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
不
確
定
の

人
々
が
権
利
者
と
な
る
も
の
」
で
す
。
集
合
的
利
益
と
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
法
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
狭
義
の
意
味
に
お
い
て
、「
不
可

分
の
性
質
を
有
す
る
超
個
人
的
利
益
で
あ
り
、
基
礎
と
な
る
法
律
関
係
に
よ
り
相
互
に
又
は
相
手
方
当
事
者
と
結
び
つ
い
て
い
る

人
々
の
集
団
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
又
は
ク
ラ
ス
が
権
利
者
と
な
る
も
の
」
で
す
。「
拡
散
的
」（
利
益
）
と
「
集
合
的
」（
利
益
）
の
違
い
は
、

主
観
的
側
面
に
存
在
し
ま
す
。「
拡
散
的
」
利
益
で
は
、
権
利
者
の
不
確
定
性
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、「
集
合
的
」
利
益
で
は
、

権
利
者
は
確
定
さ
れ
る
か
少
な
く
と
も
確
定
可
能
で
す
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、「
同
種
個
別
的
利
益
」
と
は
、
個
人
に
帰
属
し
て
お

り
、
ゆ
え
に
、
客
観
的
側
面
で
は
可
分
で
あ
り
、
ま
た
、
主
観
的
側
面
で
は
そ
の
権
利
者
ら
が
確
定
さ
れ
る
か
又
は
確
定
可
能
な
も

の
で
す
。
法
律
が
要
求
す
る
特
徴
と
し
て
、
個
人
的
利
益
が
、「
共
通
の
原
因
」
に
よ
り
「
同
種
性
」
を
有
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
の
概
念
は
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
改
正
が
必
要
で
す
（
消
費
者
保
護
法
典
八
一
条
補
項
一
号
、
二
号
及
び
三
号）

1
（

）。

二　

ブ
ラ
ジ
ル
の
判
例
実
務
に
お
け
る
三
種
類
の
集
団
訴
訟
の
実
践

　

三
〇
年
に
及
ぶ
集
団
訴
訟
実
務
の
中
で
、
最
初
の
二
種
類
の
訴
訟
、
す
な
わ
ち
、
拡
散
的
利
益
及
び
「
狭
義
の
」
集
合
的
利
益
保

護
の
た
め
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
種
個
別
的
利
益
保
護
に
向
け
ら
れ
た
三
番
目
の
訴
訟
と
比
べ
る
と
、
そ
の
困
難
さ
は
克
服
さ
れ

つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

当
初
、
困
難
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
様
々
な
種
類
の
利
益
間
の
概
念
的
相
違
に
関
連
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
今
日
す
で
に

か
な
り
克
服
さ
れ
て
い
ま
す
。
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概
念
上
の
区
別
に
関
す
る
困
難
の
原
因
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
租
税
、
年
金
、
及
び
、
そ
の
受
益
者
が
特
定
可
能
な
制
度
的
性
質

を
有
す
る
基
金）

（
（

に
関
連
す
る
紛
争
な
ど
、
公
共
団
体
が
関
係
す
る
い
く
つ
か
の
紛
争
を
そ
れ
ら
の
訴
訟
の
範
囲
か
ら
除
外
す
る
法
律

を
制
定
し
て
、
集
団
訴
訟
の
範
囲
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
連
邦
政
府
の
振
舞
い
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、

司
法
機
関
の
「
管
轄
区
域
」
に
既
判
力
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
判
決
の
効
果
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
法
律
も
制
定
さ
れ
ま
し
た）

（
（

。

　

し
か
し
、
全
て
の
集
団
訴
訟
が
直
面
す
る
大
き
な
問
題
は
、
そ
の
手
続
に
お
い
て
非
常
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
で
す
。
遅
延
の
理

由
と
し
て
は
、
訴
訟
の
争
点
〔
請
求
原
因
〕
に
関
す
る
複
雑
さ
で
あ
っ
た
り
、
技
術
的
性
質
を
有
す
る
証
拠
の
収
集
の
極
端
な
困
難

さ
や
そ
の
高
額
な
費
用
で
あ
っ
た
り
、
集
団
訴
訟
に
対
し
て
多
く
の
裁
判
官
が
有
す
る
嫌
悪
や
不
安
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら

の
訴
訟
の
終
了
を
で
き
る
だ
け
遅
ら
せ
よ
う
と
す
る
被
告
ら
の
訴
訟
戦
略
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

三　

同
種
個
別
的
利
益
保
護
の
た
め
の
ブ
ラ
ジ
ル
集
団
訴
訟
に
関
す
る
特
別
な
諸
問
題

　

同
種
個
別
的
利
益
保
護
の
た
め
の
集
団
訴
訟
は
二
つ
の
目
的
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
一
つ
は
個
人
的
レ
ベ
ル
、
も
う
一
つ
は
集
団

的
レ
ベ
ル
と
い
う
方
向
性
を
そ
れ
ぞ
れ
持
ち
ま
す
。
個
人
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
目
的
の
一
つ
は
、
主
と
し
て
、
自
ら
の
利
益
保
護
の

た
め
に
内
外
の
強
力
な
リ
ー
ガ
ル
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
助
力
を
得
る
公
的
又
は
私
的
な
巨
大
企
業
に
対
峙
す
る
際
に
、
請
求
に
政
策

的
重
み
を
与
え
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
同
種
個
別
的
利
益
の
一
体
的
取
扱
い
に
よ
り
、
よ
り
良
く
構
造
化
さ
れ
た
技
術
的
保
護
が
可

能
と
な
り
、
個
人
的
権
利
保
護
に
対
し
て
以
上
に
大
き
な
効
率
性
を
付
与
す
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
集
団
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、

小
額
の
権
利
侵
害
の
存
在
に
よ
り
、
個
々
の
被
害
者
の
個
人
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
み
に
任
せ
た
場
合
、
通
常
は
何
ら
の
法
的
保
護

も
な
い
状
態
と
な
る
も
の
に
関
し
て
効
果
を
発
揮
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
侵
害
は
、
個
人
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
微
々
た
る
額
で
す
が
、

集
団
的
に
は
か
な
り
の
大
き
な
額
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、
小
額
の
侵
害
を
通
じ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
集
団
全
体
に
対
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す
る
侵
害
を
引
き
起
こ
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
加
害
者
が
何
ら
責
任
追
及
を
受
け
な
い
状
態
と
な
る
こ
と
は
、
社
会
的
に
見
て
有

害
で
す
。
ゆ
え
に
、
本
来
で
あ
れ
ば
受
け
る
べ
き
損
害
賠
償
を
受
け
取
ら
な
い
被
害
者
ら
が
い
た
場
合
に
備
え
た
「
流
動
的
賠
償
」

と
と
も
に）

（
（

、
ブ
ラ
ジ
ル
法
に
お
け
る
小
額
多
数
被
害
の
保
護
の
た
め
の
集
団
訴
訟
の
創
設
に
は
理
由
が
あ
る
と
い
え
ま
す）

（
（

。

　

こ
れ
ら
の
訴
訟
は
、
第
一
段
階
で
あ
る
、
概
括
給
付
判
決

0

0

0

0

0

0

の
言
渡
し
の
た
め
の
審
理
で
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
概
念
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
前
提
（
仮
説
）
は
、
概
括
給
付
判
決
が
、
大
部
分
の
被
告
に
対
し
て
、
判
決
の
任
意
履
行
を
促
す

の
に
十
分
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
態
度
改
善
に
向
け
た
努
力
が
あ
る
と
は
い
え
、
論
争
好
き
な
メ
ン
タ

リ
テ
ィ
が
ま
だ
優
勢
で
あ
り
、
紛
争
の
和
解
的
解
決
に
あ
ま
り
順
応
し
て
い
な
い
国
民
性
を
持
つ
ブ
ラ
ジ
ル
の
実
状
か
ら
は
全
く
遠

ざ
か
っ
て
い
ま
し
た
。
概
括
給
付
判
決
は
、
加
害
者
の
任
意
的
履
行
を
促
す
の
に
は
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
単
な
る
概
括

給
付
で
あ
る
た
め
、
二
段
階
目
に
お
い
て
、
誰
が
債
権
者
か
、
ま
た
各
債
権
者
の
金
銭
債
権
は
い
く
ら
か
と
い
っ
た
こ
と
を
確
定
す

る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
債
権
者
が
直
面
す
る
困
難
は
無
数
に
あ
り
ま
す
。
よ
く
あ
る
の
は
、
債
務
者
が
給
付
の
履
行
を
遅
ら
せ

る
場
合
で
す
。
例
え
ば
、
定
期
預
金
利
息
の
訂
正
額）

（
（

の
計
算
と
支
払
い
の
た
め
に
銀
行
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
集
団
訴
訟
の
よ
う
に
、

約
二
〇
年
も
の
歳
月
を
要
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
す
！

四　

必
要
な
改
正
点

　

以
上
の
問
題
に
よ
り
、
同
種
個
別
的
利
益
保
護
の
た
め
の
集
団
訴
訟
の
規
律
を
部
分
的
に
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

ま
ず
、「
同
種
個
別
的
利
益
」
の
概
念
に
、
現
行
法
の
共
通
原
因
に
由
来
す
る
同
種
性
へ
の
言
及
に
加
え
て
、
集
団
的
保
護
の
有

用
性
〔
実
益
〕
に
よ
り
共
同
的
取
扱
い
が
推
奨
さ
れ
る
場
合
を
追
加
す
べ
き
必
要
性
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す）

7
（

。
そ
し
て
そ
の
有

用
性
〔
実
益
〕
は
、
個
別
的
争
点
よ
り
も
共
通
争
点
の
優
位
性
が
高
い
場
合
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
優
位
性
が
存
在
し
な
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い
場
合
、
集
団
訴
訟
よ
り
も
個
別
訴
訟
の
方
が
よ
り
適
切
で
し
ょ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
概
念
的
側
面
に
加
え
て
、
次
の
よ
う
な
解
決
策
が
模
索
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

⒜　

二
段
階
目
の
手
続
に
お
い
て
、
債
権
者
の
個
別
請
求
及
び
各
債
権
額
の
確
定
を
容
易
に
す
る
こ
と）

8
（

。

ⅰ　

�

こ
の
目
的
の
た
め
に
考
え
ら
れ
る
改
正
の
一
つ
は
、
裁
判
官
が
、
可
能
な
範
囲
内
で
、
一
段
階
目
の
手
続
に
お
い
て
、

集
団
の
各
メ
ン
バ
ー
に
帰
属
す
る
額
の
確
定
を
伴
う
、
清
算
判
決
を
言
い
渡
す
と
す
る
こ
と
で
す
。

ⅱ　

�

集
団
の
メ
ン
バ
ー
に
帰
属
す
る
額
が
統
一
的
で
あ
る
か
又
は
あ
る
数
式
に
還
元
さ
れ
得
る
場
合
、
一
段
階
目
の
判
決
は

そ
の
額
又
は
そ
の
計
算
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
数
式
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
し
ま
す
。

ⅲ　

�

債
権
者
の
個
別
請
求
及
び
各
債
権
者
に
帰
属
す
る
額
の
確
定
が
被
告
の
支
配
下
に
あ
る
情
報
に
依
存
す
る
場
合
、
一
定

期
間
内
に
そ
の
情
報
を
提
供
す
べ
き
義
務
を
裁
判
官
が
被
告
に
課
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し）

9
（

、
従
わ
な
い
場
合
は
日

毎
に
課
さ
れ
る
罰
金
や
そ
の
他
の
帰
納
的
、
強
制
的
及
び
代
位
的
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
し
ま
す
。

⒝�　

集
団
訴
訟
に
関
連
す
る
共
存
的
個
別
訴
訟
の
中
止
と
と
も
に
、
集
団
訴
訟
の
手
続
及
び
判
決
に
お
け
る
優
先
性
を
確
立
す

る
こ
と）

（1
（

。

⒞　

原
告
適
格
を
有
す
る
公
的
団
体
の
活
動
の
現
行
の
優
位
性
ゆ
え
に
、
民
間
諸
団
体
の
活
動
へ
の
奨
励
を
強
化
す
る
こ
と
。

⒟　

集
団
紛
争
解
決
を
裁
判
外
で
行
う
こ
と
を
模
索
す
る
こ
と
に
よ
り
、
合
意
に
基
づ
く
紛
争
解
決
手
段
を
強
調
す
る
こ
と）

（（
（

。

　

ブ
ラ
ジ
ル
の
集
団
訴
訟
制
度
の
改
良
に
関
す
る
法
案
の
承
認
に
向
け
た
い
く
つ
か
の
試
み
が
す
で
に
存
在
し
ま
し
た
が）

（1
（

、
現
在
の

政
治
体
制
は
、
当
該
問
題
の
議
論
に
対
し
て
完
全
に
反
対
を
示
し
ま
し
た
。
ゆ
え
に
、
解
決
策
と
し
て
は
、
好
意
的
な
政
治
家
を
暫

し
待
つ
こ
と
で
す
。
次
の
立
法
府
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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（
1
）　

消
費
者
保
護
法
典
八
一
条
補
項
で
は
、
本
文
で
「
集
団
的
保
護
（defesa�coletiva

）
は
、
次
の
も
の
を
取
り
扱
う
場
合
に
行
わ
れ

る
」
と
し
、「
本
法
典
の
諸
効
果
の
た
め
、
事
実
状
況
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
不
確
定
の
人
々
が
有
す
る
超
個
人
的
で
不
可
分
の
性
質
を
有

す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
拡
散
的
（difusos

）
利
益
又
は
権
利
」（
一
号
）、「
本
法
典
の
諸
効
果
の
た
め
、
共
通
の
法
律
関
係
に
よ
っ
て

相
互
に
又
は
相
手
方
当
事
者
と
結
び
つ
い
て
い
る
人
々
の
集
団
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
又
は
ク
ラ
ス
が
有
す
る
超
個
人
的
で
不
可
分
の
性
質
を
有

す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
集
合
的
（coletivos

）
利
益
又
は
権
利
」（
二
号
）
及
び
「
共
通
の
原
因
か
ら
生
じ
た
と
も
の
と
理
解
さ
れ
る

同
種
個
別
的
利
益
又
は
権
利
」（
三
号
）
と
定
め
る
（
訳
者
注
）。

（
（
）　

例
え
ば
、
労
働
者
の
勤
続
年
限
保
証
基
金
（FGT

S�–�Fundo�de�Garantia�por�T
em

po�de�Serviço

）
が
こ
れ
に
該
当
す
る

（
訳
者
注
）。

（
（
）　

一
九
九
七
年
九
月
一
〇
日
の
法
律
第9.（9（

号
二
条
に
よ
り
、
一
九
八
五
年
公
共
民
事
訴
訟
法
一
六
条
が
改
正
さ
れ
、「
民
事
判
決

は
、
請
求
が
証
拠
不
十
分
に
よ
り
棄
却
さ
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
原
告
適
格
者
が
新
証
拠
に
よ
り
同
一
根
拠
で
別
訴
を
提
起
し
得
る
場
合
を
除

き
、
判
決
を
言
い
渡
す
機
関
の
領
域
的
管
轄
の
限
度
で
対
世
効
を
有
す
る
」
と
定
め
ら
れ
た
。
旧
一
六
条
に
「
判
決
を
下
し
た
機
関
の
領

域
的
管
轄
の
限
度
で
」
と
い
う
部
分
が
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
一
年
暫
定
措
置
令
（M

edida�Provisória

）
第

（.180-（（

号
に
よ
り
、
一
九
九
七
年
九
月
一
〇
日
の
法
律
第9.（9（

号
に
二
―
Ａ
条
が
追
加
さ
れ
、「
そ
の
組
合
員
の
利
益
及
び
権
利
の

保
護
の
た
め
、
組
合
団
体
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
集
団
的
性
質
を
有
す
る
訴
訟
に
お
い
て
下
さ
れ
た
民
事
判
決
は
、
訴
訟
提
起
日
に
お
い
て
、

判
決
を
言
い
渡
す
機
関
の
領
域
的
管
轄
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の
み
を
包
含
す
る
」
と
定
め
ら
れ
た
。
一
九
九
七
年
の
法
律
は
拡
散
的
利

益
及
び
集
合
的
利
益
に
適
用
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
の
暫
定
措
置
令
は
同
種
個
別
的
利
益
に
適
用
さ
れ
る
べ
く
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
か
ら
は
、
裁
判
管
轄
の
概
念
と
判
決
効
の
概
念
を
混
同
す
べ
き
で
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
（M

A
N

CU
SO

,�
Rodolfo�de�Cam

argo,�M
anual do consum

idor em
 juízo,�（

a�ed.,�São�Paulo:�Saraiva,�（01（,�p.�（17;�PELLEGRIN
I�

GRIN
O

V
ER,�A

da,�

“Da�coisa�julgada

”,�In:�PELLEGRIN
I�GRIN

O
V

ER,�A
da,�V

A
SCO

N
CELLO

S�E�BEN
JA

M
IN

,�
A

ntônio�H
erm

an�de,�FIN
K

,�D
aniel�Roberto,�BRIT

O
�FILO

M
EN

O
,�José�Geraldo,�W

A
T

A
N

A
BE,�K

azuo,�N
ERY

�
JÚ

N
IO

R,�N
elson,�D

EN
A

RI,�Zelm
o,�C

ódigo B
rasileiro de D

efesa do C
onsum

idor com
entado pelos autores do 

anteprojeto,�V
ol.�II,�Processo�Coletivo,�10

a�ed.,�Rio�de�Janeiro:�Forense�U
niversitária,�（011,�pp.�189�e�ss;�M

A
ZZILI,�

H
ugo�N

igro,�A
 defesa dos interesses difusos em

 juízo,�（8
a�ed.,�São�Paulo:�Saraiva,�（01（,�p.�（97;�LEO

N
EL,�Ricardo�de�
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Barros,�M
anual do processo coletivo,�（

a�ed.,�São�Paulo:�Revista�dos�T
ribunais,�（01（,�p.�（8（;�N

ERY
�JÚ

N
IO

R,�N
elson;�

N
ERY

�Rosa�M
aria,�Código de Processo Civil anotado,�8

a�ed.,�São�Paulo:�Revista�dos�T
ribunais,�（00（

）。
裁
判
例
で
は
、

学
説
同
様
、
裁
判
管
轄
と
判
決
効
を
分
離
し
、
判
決
効
は
判
決
を
言
い
渡
し
た
機
関
の
領
域
的
管
轄
を
超
え
て
対
世
的
に
及
ぶ
と
し
た
も

の
も
あ
れ
ば
（REsp�n

o�（18.（9（/ES,�RT
�799/19（,�rel.�Peçanha�M

artins,�j.�de�18.（.（00（;�CC�n
o�（（.8（（/D

F,�Conflito�de�
Com

petência�n
o�1999/（9（（（-（,�rel.�W

aldem
ar�Zveiter,�relator�para�o�acórdão�A

sfor�Rocha�j.�de�10.10.（001,�D
J�de�

（.8.（00（,�p.�19（;�CC�n
o�（8.00（/RJ�–�1999/10811（-0,�rel.�N

ilson�N
aves,�j.�de�（（.11.99,�LEX

ST
J�1（（/（（;�REsp�n

o�（99.（（7/
SP, �（

a�T
urm

a,�rel.�M
in.�N

ancy�A
ndrighi,�j.�17.（.（009,�D

J�de�（0.（.09

）、
逆
に
判
決
を
言
い
渡
し
た
機
関
の
領
域
的
管
轄
内
に
判

決
効
を
限
定
し
た
も
の
も
あ
り
（REsp�n

o�（9（.（07/SP,�（
a�T

urm
a,�rel.�p/�o�acórdão�m

in.�Ruy�Rosado,�j.�de�（（.1（.（00（,�D
J�

de�7.（.（00（,�p.�（90;�A
gRg�REsp�n

o�（7（.8（8/RS,�j.�de�1（.10.09,�D
J�de�（（.10.09;�REsp�n

o�（99.（（7/SP,�j.�de�1（.1（09,�D
J�de�

1（.1（.09

）、
評
価
が
定
ま
っ
て
い
な
い
。
学
説
に
よ
れ
ば
、
消
費
者
保
護
法
典
と
公
共
民
事
訴
訟
法
間
の
規
定
の
共
通
適
用
を
目
指
し
た

消
費
者
保
護
法
典
一
一
七
条
（「
一
九
八
五
年
七
月
二
四
日
の
法
律
第7.（（7

号
（
公
共
民
事
訴
訟
法
の
こ
と
）
に
次
の
条
文
が
追
加
さ

れ
る
。
二
一
条　

消
費
者
保
護
法
典
を
創
設
す
る
法
律
の
第
三
編
の
規
定
は
、
そ
の
適
用
が
可
能
で
あ
る
限
り
、
拡
散
的
、
集
合
的
及
び

個
人
的
な
権
利
及
び
利
益
の
保
護
に
適
用
さ
れ
る
」）
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
九
九
七
年
九
月
一
〇
日
の
法
律
第9.（9（

号
は
、
消

費
者
保
護
法
典
の
集
団
訴
訟
制
度
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
体
系
を
何
ら
変
更
す
る
も
の
で
は
な
く
、
公
共
民
事
訴
訟
法
に
つ
い
て
も
同
様
と

な
る
（
訳
者
注
）。

（
（
）　

個
人
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
損
害
は
少
額
で
あ
る
た
め
個
別
訴
訟
を
提
起
す
る
な
ど
個
別
に
行
動
し
な
い
場
合
や
、
た
と
え
集
団
訴
訟

提
起
後
で
あ
っ
て
も
、
個
々
の
損
害
賠
償
を
得
る
た
め
に
弁
護
士
を
雇
う
の
で
は
費
用
倒
れ
に
な
る
な
ど
の
理
由
で
、
最
終
的
に
損
害
賠

償
が
請
求
さ
れ
な
け
れ
ば
、
違
法
行
為
に
よ
っ
て
得
た
利
益
が
事
業
者
の
手
元
に
残
る
こ
と
に
な
る
（
訳
者
注
）。

（
（
）　

最
も
重
要
な
こ
と
は
、
賠
償
額
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
、
違
法
行
為
を
行
っ
た
事
業
者
が
何
ら
そ
の
責
任
を
負
わ
な
い
ま
ま
と
な
る

の
は
良
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
い
う
賠
償
は
懲
罰
的
意
味
を
有
す
る
（
訳
者
注
）。

（
（
）　

ブ
ラ
ジ
ル
は
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
を
経
験
し
た
た
め
、
時
期
毎
に
適
正
な
通
貨
価
値
を
再
計
算
す
る
必
要
が
あ
る
（
訳
者
注
）。

（
7
）　

共
通
原
因
と
集
団
的
保
護
の
有
用
性
〔
実
益
〕
の
両
者
を
重
畳
的
要
件
と
す
る
（
訳
者
注
）。

（
8
）　

ブ
ラ
ジ
ル
法
で
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
法
制
に
倣
っ
て
、
裁
判
官
に
集
団
訴
訟
判
決
に
お
け
る
損
害
賠
償
を
決
定
す
る
権
限
や
、
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集
団
の
メ
ン
バ
ー
に
対
し
支
払
い
を
命
じ
る
権
限
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
あ
る
（
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ジ
デ
ィ
／
三
木
浩
一
、

工
藤
敏
隆
、
浦
西
洋
行
訳
「
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
～
大
陸
法
諸
国
の
た
め
の
モ
デ
ル
～
〔
（
〕」
国
際
商
事
法
務

三
四
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
六
五
九
頁
参
照
）。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
や
日
本

と
異
な
っ
て
、
一
段
階
手
続
で
あ
る
た
め
、
当
事
者
が
損
害
賠
償
を
求
め
る
場
合
は
、
計
算
証
拠
を
示
し
て
損
害
額
の
主
張
立
証
が
行
わ

れ
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
一
段
階
か
二
段
階
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン

に
お
い
て
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
承
認
に
関
す
る
手
続
で
は
共
通
争
点
の
審
理
が
中
心
と
な
り
、
個
別
争
点
に
該
当
す
る
部
分
は
基

本
的
に
ク
ラ
ス
が
承
認
さ
れ
た
後
の
和
解
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
た
め
、
実
務
上
は
事
実
上
の
二
段
階
型
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
（
三
木
浩
一
「［
講
演
］
消
費
者
集
合
訴
訟
制
度
の
理
論
と
課
題
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
一
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
五
頁
～
四
七

頁
）（
訳
者
注
）。

（
9
）　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
も
含
め
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
連

邦
裁
判
所
に
お
け
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
手
続
は
、
一
般
に
「
二
六
条
会
議
」
と
呼
ば
れ
る
当
事
者
の
会
議
に
よ
っ
て
始
ま
る
（
ア
メ
リ

カ
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
二
六
条
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
惺
之
、
吉
川
英
一
郎
、
北
坂
尚
洋
編
訳
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
民
事
訴
訟
規
則（00（-0（�

Edition

』（
レ
ク
シ
ス
ネ
ク
シ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
、
二
〇
〇
五
年
）
八
四
頁
以
下
参
照
）。
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
お
い
て
当
事
者
が
最
初
に

行
う
こ
と
は
、「
イ
ニ
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
（initial�disclosure

）」
で
あ
り
、
特
定
の
基
本
的
資
料
に
つ
い
て
、
相
手
方

か
ら
の
開
示
請
求
を
待
た
ず
に
、
当
事
者
が
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
開
示
資
料
に
は
、
①
当
事
者
が
自
己
の
主
張
を
支
え
る
た
め

に
用
い
る
と
予
想
さ
れ
る
情
報
を
有
す
る
個
人
の
名
前
と
連
絡
先
、
お
よ
び
、
そ
の
個
人
が
有
す
る
情
報
の
主
題
、
②
当
事
者
が
支
配
下

に
置
き
、
自
己
の
主
張
を
支
え
る
た
め
に
用
い
る
と
予
想
さ
れ
る
書
類
及
び
電
子
デ
ー
タ
等
の
写
し
又
は
そ
れ
を
特
定
す
る
情
報
、
③
当

事
者
が
損
害
賠
償
を
求
め
て
い
る
場
合
は
損
害
額
の
計
算
証
拠
、
④
当
該
事
件
の
判
決
を
補
塡
す
る
た
め
に
利
用
可
能
な
保
険
な
ど
で
あ

る
。
裁
判
所
は
、
こ
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
厳
し
い
態
度
で
臨
ん
で
お
り
、
当
事
者
は
、
詳
細
で
完
全
な
情

報
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
。
不
完
全
な
開
示
は
、
当
事
者
が
開
示
し
な
か
っ
た
証
拠
及
び
証
人
を
使
用
す
る
こ
と
が
制
限
さ
れ
る
な
ど

の
厳
し
い
制
裁
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
。
イ
ニ
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
は
、
原
則
、
二
六
条
会
議
後
、
一
四
日
以
内
に
開
示
期

限
が
設
定
さ
れ
る
（
太
田
洋
、
藤
田
美
樹
、
松
原
大
祐
編
著
『
消
費
者
集
団
訴
訟
特
例
法
の
概
要
と
企
業
の
実
務
対
応
』（
商
事
法
務
、

二
〇
一
五
年
）
二
一
四
頁
～
二
一
六
頁
）（
訳
者
注
）。
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（
10
）　

イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
集
団
訴
訟
モ
デ
ル
法
典
（
二
〇
〇
四
年
）
で
は
、
集
団
訴
訟
と
個
別
訴
訟
の
関
係
に
関
す
る
明
文
規
定
を
置
い
て

い
る
（
三
一
条
）。
同
条
本
文
で
は
「
集
団
訴
訟
は
個
別
訴
訟
に
と
っ
て
重
複
起
訴
と
な
ら
な
い
が
、
集
団
訴
訟
の
判
決
効
（
三
三
条
）

は
、
集
団
訴
訟
の
現
実
の
認
識
か
ら
起
算
し
て
、
三
〇
日
以
内
に
そ
の
中
止
が
要
請
さ
れ
な
い
限
り
、
個
別
訴
訟
の
原
告
に
利
益
を
与
え

な
い
」
と
定
め
、
同
条
補
項
で
「
同
一
根
拠
に
基
づ
く
集
団
訴
訟
の
存
在
に
関
し
て
個
別
訴
訟
の
裁
判
所
に
通
知
す
る
こ
と
が
被
告
の
義

務
で
あ
り
、
こ
れ
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
個
別
の
原
告
は
、
個
別
の
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
集
団
訴
訟
の
判
決
効
の
利

益
を
受
け
る
」
と
定
め
る
。
当
該
モ
デ
ル
法
典
の
公
表
の
翌
年
、
同
じ
起
草
者
グ
ル
ー
プ
（
ア
ダ
・
ペ
レ
グ
リ
ー
ニ
＝
グ
リ
ノ
ー
ヴ
ェ
ル
、

カ
ズ
オ
・
ワ
タ
ナ
ベ
及
び
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ジ
デ
ィ
）
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
た
ブ
ラ
ジ
ル
集
団
訴
訟
法
典
草
案
（
二
〇
〇
五
年
）
で
も
、
集

団
訴
訟
と
個
別
訴
訟
の
関
係
に
関
す
る
明
文
規
定
を
置
い
て
い
る
が
（
六
条
）、
イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
集
団
訴
訟
モ
デ
ル
法
典
よ
り
も
詳
し

い
文
言
に
な
っ
て
い
る
（PELLEGRIN

I�GRIN
O

V
ER,�A

da;�M
EN

D
ES,�A

luisio�Gonçalves�de�Castro;�W
A

T
A

N
A

BE,�
K

azuo,�D
ireito Processual Coletivo e o A

nteprojeto de Código Brasileiro de Processos,�São�Paulo:�Revista�dos�
T

ribunais,�（00（

）。
六
条
で
は
、
本
文
で
「
集
団
訴
訟
は
、
そ
の
原
告
の
固
有
か
つ
特
殊
な
権
利
又
は
利
益
に
つ
い
て
提
起
さ
れ
る
個

別
訴
訟
に
と
っ
て
重
複
起
訴
（litispendência

）
と
な
ら
な
い
が
、
集
団
的
判
決
効
（
法
典
草
案
一
三
条
）
は
、
個
別
訴
訟
記
録
に
お

け
る
集
団
訴
訟
の
現
実
の
認
識
か
ら
起
算
し
て
、
三
〇
日
以
内
に
そ
の
中
止
が
要
請
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
個
別
訴
訟
の
原
告
に
利
益
を

与
え
な
い
」
と
定
め
る
。
そ
し
て
、
同
条
三
項
で
「
裁
判
所
は
、
職
権
で
、
担
当
判
事
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
又
は
当
事
者
の
請
求
に
よ
り
、

あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
対
審
の
開
廷
後
に
、
同
一
法
益
に
関
す
る
集
団
訴
訟
が
行
わ
れ
て
い
た
場
合
、
そ
の
固
有
の
性
質
又
は
法
律

の
効
果
に
よ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
諸
問
題
が
統
一
的
か
つ
包
括
的
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
、
一
致
性
の
あ
る
実
質
的
法
律
関
係
に
関
連
す
る

利
益
又
は
権
利
の
保
護
が
訴
求
さ
れ
る
個
別
訴
訟
の
中
止
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
、
続
く
四
項
で
「
前
項
の
場
合
に
お
い

て
、
訴
訟
の
中
止
は
、
集
団
訴
訟
判
決
の
既
判
力
発
生
ま
で
継
続
し
、
そ
の
時
以
前
に
原
告
が
個
別
訴
訟
を
再
開
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ

る
」
と
定
め
る
。
六
条
三
項
に
い
う
「
固
有
の
性
質
」
と
は
、
例
え
ば
、
株
主
総
会
決
議
の
無
効
を
求
め
る
一
株
主
に
よ
る
個
別
訴
訟
や
、

環
境
被
害
（
公
害
）
に
よ
る
個
別
の
損
害
賠
償
で
は
な
く
公
害
を
引
き
起
こ
す
行
為
の
中
止
を
求
め
る
個
別
訴
訟
を
例
に
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
同
「
法
律
の
効
果
に
よ
り
」
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
実
際
に
問
題
と
な
っ
た
電
話
料
金
値
上
げ
の
事
例
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
電
話
料
金
改
定
に
関
す
る
権
限
は
、
特
別
法
に
よ
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
国
家
機
関
で
あ
る
通
信
省
（A

natel

）
が
こ
れ
を

有
し
、
各
利
用
者
と
個
別
契
約
を
締
結
す
る
委
託
業
者
に
は
料
金
改
定
権
限
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
法
律
の
効
果
に
よ
り
」
委
託
業
者
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の
一
方
的
な
値
上
げ
と
は
い
え
な
い
場
合
に
、
料
金
改
定
に
つ
い
て
委
託
業
者
に
対
し
提
起
さ
れ
た
各
利
用
者
の
無
数
の
個
別
訴
訟
に
つ

い
て
、
個
別
事
情
に
照
ら
し
て
異
な
る
判
断
を
下
す
こ
と
は
不
当
で
あ
り
、「
統
一
的
か
つ
包
括
的
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
」
こ
と
に
な
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
最
高
裁
判
所
の
拘
束
的
（
重
要
）
判
決
要
旨
（Súm

ula�V
inculante

）
二
七
号
が
出
て
お
り
、「
通
信
省

（A
natel

）
が
、
必
要
的
共
同
被
告
で
も
補
助
参
加
人
で
も
訴
訟
参
加
人
で
も
な
い
場
合
に
、
州
裁
判
所
は
、
公
共
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
委

託
業
者
と
消
費
者
の
間
の
係
争
を
裁
定
す
る
権
限
を
有
す
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
よ
り
、
集
団
訴
訟
法
典
草
案
六
条
と
同
条
三

項
・
四
項
を
参
考
と
す
れ
ば
、
一
致
性
を
有
す
る
包
括
的
法
律
関
係
（relação�jurídica�global�incindível

）
の
場
合
に
、
消
費
者
保

護
法
典
一
〇
四
条
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
端
的
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
最
も
適
切
な
解
決
法
は
、
一
致
性

を
有
す
る
包
括
的
法
律
関
係
に
関
連
す
る
個
別
訴
訟
の
禁
止
で
あ
ろ
う
が
、
集
団
訴
訟
法
典
草
案
六
条
三
項
に
い
う
よ
う
に
、
裁
判
官
の

判
断
に
よ
る
訴
訟
中
止
の
決
定
で
禁
止
と
同
等
の
効
果
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（W

A
T

A
N

A
BE,�K

azuo,�

“Do�processo�individual�
de�defesa�do�consum

idor
”,�In:�PELLEGRIN
I�GRIN

O
V

ER,�A
da,�V

A
SCO

N
CELLO

S�E�BEN
JA

M
IN

,�A
ntônio�H

erm
an�

de,�FIN
K

,�D
aniel�Roberto,�BRIT

O
�FILO

M
EN

O
,�José�Geraldo,�W

A
T

A
N

A
BE,�K

azuo,�N
ERY

�JÚ
N

IO
R,�N

elson,�
D

EN
A

RI,�Zelm
o,�Código Brasileiro de D

efesa do Consum
idor com

entado pelos autores do anteprojeto,�V
ol.�II,�

Processo�Coletivo,�10
a�ed.,�Rio�de�Janeiro:�Forense�U

niversitária,�（011,�pp.�（0-（（

）（
訳
者
注
）。

（
11
）　

二
〇
一
五
年
新
民
事
訴
訟
法
典
（
二
〇
一
五
年
三
月
一
六
日
の
法
律
第1（.10（

号
）
で
は
、
明
文
で
、「
和
解
及
び
調
停
並
び
に
そ

の
他
の
合
意
に
基
づ
く
紛
争
解
決
手
法
は
、
司
法
手
続
進
行
中
で
あ
っ
て
も
（inclusive�no�curso�do�processo�judicial

）、
裁
判
官
、

弁
護
士
、
公
共
弁
護
官
及
び
検
察
庁
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
り
奨
励
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」（
三
条
三
項
）
と
定
め
て
い
る
。
司
法
手
続
中

「
で
あ
っ
て
も
」
と
強
調
さ
れ
る
と
お
り
、
当
然
、
司
法
手
続
外
で
も
合
意
に
基
づ
く
紛
争
解
決
手
法
が
奨
励
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
り
、

利
害
の
対
立
に
際
し
て
は
、
合
意
に
よ
る
解
決
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
（
訳
者
注
）。

（
1（
）　

二
〇
一
二
年
消
費
者
保
護
法
典
現
代
化
法
案
の
一
つ
で
あ
る
集
団
訴
訟
法
案
（PLS（8（/（01（

）
に
つ
い
て
、
カ
ズ
オ
・
ワ
タ
ナ
ベ
、

三
木
浩
一
、
工
藤
敏
隆
「
質
疑
応
答
―
民
事
訴
訟
法
関
係
の
問
題
に
関
し
て
―
」
法
学
研
究
八
六
巻
九
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
三
頁
以
下

（
訳
者
注
）。

〔
付
記
〕　

本
研
究
は
二
〇
一
六
年
度
慶
應
義
塾
大
学
学
事
振
興
資
金
（
共
同
研
究
）「
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
消
費
者
被
害
救
済
の
た
め
の
制



（7

特集　ブラジルにおける集団訴訟制度を通じた消費者被害救済と抑止手法の現況（二・完）

裁
的
な
金
銭
支
払
制
度
の
研
究
」、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP1（H

0（（7（,�JP（（8707（1,�JP（17（009（,�JP18K
01（（（

の
助
成
を
受
け
た
も

の
で
す
。




